
　

オオキンケイギクの駆除にご理解・ご協力を!

■オオキンケイギクとは？

■オオキンケイギクの特徴

■オオキンケイギクの処分方法(自宅敷地内に生育)

 
  

 ①栽培 ： 個人宅の庭などに植える、育てる 

 ②運搬 ： 枯れていない状態の花を移動させる 

 ③販売 ： 花や種を売る(譲る) 

 ④野外に放つ：堤防等に植える、種をまく 

中津出張所だより 
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国土交通省 九州地方整備局 山国川河川事務所 

第11号 

禁止事項 

 前号でお伝えした特定外来生物「オオキンケイギク」の開花時期になりました。堤防に生育す

るものは、中津出張所の堤防除草時に駆除していますが、広範囲に生育しているため、駆除には

時間と費用がかかっています。皆さまのご協力をお願いします。 

 もともと日本では生育していない花です。繁殖力が強く、在来の野草の生育場を奪ってしまうた

め、環境省より駆除対象の植物に指定されています。 

 

※違反の内容によっては罰則もあります 

     <環境省出典、以下は一例> 

 ■3年以下の懲役又は 

   300万円以下の罰金 

 ■1年以下の懲役又は 

   100万円以下の罰金 

  ■背丈 30～50cm 

  ■花期は5～7月 

  ■花は直径5～7cmで、茎の一番先に1つの花が付く 

  ■花びらの色は黄橙色で花の中央部も同じ色 

  ■花びらの先端が不規則に4～5つに分かれる 

  ■葉は細長いへら状で幅は1cm程度、茎の両端に付く 

  ■葉の表面には白く短いフサフサした毛がある 

  ■葉の周囲はなめらか（ギザギザしていない） 

  ①タイミング → 種になる前（つぼみ～花が咲いているとき） 

  ②取り方 →→→  根から引き抜く 

  ③捨てる前に →  2～3日天日にさらす等して枯死させる 

  ④捨て方 →→→ ゴミ袋に入れて密封し、収集日に出す 

            (中津市：燃やすごみ ／ 吉富町・上毛町：可燃ごみ) 

※環境省HPより 

葉拡大 



〒871-0059
大分県中津市外馬場2599-24
国土交通省
　山国川河川事務所　中津出張所
　　TEL0979-22-0103
　　FAX0979-22-0104
山国川河川事務所ホームページ：

http://www.qsr.mlit.go.jp/yamakuni/

山国川に関するご意見・ご相談は

 山国川河川事務所では、河川へのゴミ投棄の実態を皆さんにもよく知っていただくため、河川

パトロールで発見したゴミの投棄場所を地図にしています。 

 
 ■主にゴミが投棄される場所 

   ・河川敷（公園、広場） 

   ・人の目につかない場所（橋台のかげ、人通りの少ない狭い河川敷） 

 ■ゴミの種類 

   紙くず、生ゴミ、カン・ビン・ペットボトルなどの生活ごみが約70%を占めています。 

   出したゴミは持ち帰りましょう！ 一人ひとりの行動によって川がきれいになります。 

 

ゴミマップは、山国川河川事務所（事務所、中津出張所、耶馬渓ダム管理所）及び、関係自治

体（中津市、吉富町、上毛町）で入手できます。また、山国川河川事務所ホームページからも

ご覧になれます。 
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注：このゴミマップは、国土交通省山国川河川事務所管内における平成26年度
（平成26年4月～平成27年3月末）の不法投棄の実態を基に平成27年度版
として作成しています。

←中津川

← 山国川

車両

山国川・中津川
ゴミマップ

★地図上の○印は、河川パトロールで回収した

ゴミを種類毎に色分けしたものです。

なお、囲み数字は、河口からの距離（㎞）を
表しています。

国土交通省 河川パトロール車自分が出したゴミは
持ち帰ろう。
一人ひとりの心がけが
川をきれいにするよ！

－ 平成27年度版 －
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山国川・中津川における

不法投棄の発見件数（年度別）

平成24年度（217件）

平成25年度（169件）

平成26年度（147件）
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ゴミの種類別割合（147件）
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<凡例>

・・・5回回収

・・・1回回収

色は、下グラフの

種類別の色に対応

主にゴミが投棄される場所

■河川敷（広場）

ピクニック、川遊び、花火、バーベキューなど

河川敷で遊んだ後のゴミは持ち帰りましょう

■人の目につかない橋台の陰や人通りの少ない

河川敷

見えないところに捨ててもゴミが消えるわけ

ではありません。


